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派遣事業等指導業務の改革案について



派遣事業等指導業務の改革案について

≪削減数≫

改革効果１．ヒト（組織のスリム化）

労働者派遣事業専門相談員を削減

▲○○○人（人）

＜平成22年度＞
７７人

＜平成23年度～＞
廃止に向けて労政審で議論

＜平成21年度＞
１５５人

≪削減数≫

≪今後の対応≫

今後の国会の審議状況を見据
えつつ 改正法に係る部分は別

≪売却見込額≫２ モノ（余剰資産などの売却）

えつつ、改正法に係る部分は別
途検討。

内訳等

≪売却見込額≫

▲ 億円

２．モノ（余剰資産などの売却）

３ カネ（財政支出の削減）

▲ 億円＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度～＞

≪削減額≫
３．カネ（財政支出の削減）

○既存の事業は 事業仕分けにお

・周知啓発業務事業費の縮減

２．６億円５．９億円

内訳等 ４つの委託事業の廃止、相談員の見直し

○既存の事業は、事業仕分けにお
ける指摘等に基づき、削減を検討。 今後の国会の審議状況を見据

えつつ、改正法に係る部分は別
途検討。



４．事務・事業の改革

○「労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業」の廃止に向けた見直し

※ 平成２１年１１月に開催された行政刷新会議の事業仕分けの対象とな た事業である※ 平成２１年１１月に開催された行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業である。

労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業（21年度予算額 ５.７億円→22年度予算額２.４億円）に

ついては、「予算要求の縮減（半額）、期間を限定し２２年度に廃止に向けて労使の意見を聞きながら改

めて議論していくこと」との指摘を受けて ２２年度においては 以下の見直しを行っためて議論していくこと」との指摘を受けて、 ２２年度においては、以下の見直しを行った。

・ ４つの委託事業を廃止。

①派遣元の雇用管理の状況把握・整理の推進、②派遣先における雇用管理の具体的応用事

例集の作成、③優良人材ビジネスの評価基準の作成・普及、④派遣労働者等からの苦情相談、例集 作成、③優良 材 ジ 評価 準 作成 普及、④派遣労働者等 苦情相談、

派遣元・派遣先の問い合わせ等の対応に係る民間団体への委託を廃止

・ 労働者派遣事業専門相談員を半減

なお、２３年度に向けては、労働者派遣事業専門相談員については、労働政策審議会に諮った上

で、 廃止に向けた検討を行う。

また、 労働者派遣事業適正運営協力員（無報酬）については、労働政策審議会に諮り、労使の意

見を聞きながら、効率的な活用の方策も含め、検討を行う。

○ 増加する違反事案に対する指導監督の強化を図るため、需給調整指導官（21年度４０４名→22年
度４３１名（＋２７名））の増員を行った。

○法改正に伴う対応

現在、国会において審議中である労働者派遣法改正案について、成立した場合には、必要な周知
啓発等を行う啓発等を行う
・ 改正法の施行（３段階に分けて施行）に向けての周知啓発

・ 今後禁止される製造業務派遣や登録型派遣の原則禁止については、直接雇用への誘導策

・ 違法事案に対する指導監督の更なる強化 などが想定される。



行政刷新会議「事業仕分け」第２ＷＧ評価コメント 

評価者のコメント 

事業番号２－１３ 労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業費 

 ・同じく公金を投入するなら既存の施策あるいは他の優先的課題に使用すべき。各労

働局の正規スタッフでやるべき事業だと思う。 

 ・効果が期待できない。民間人に委託する必然性がない。 

 ・相談員の人数と問題件数を考えると相談員の人数が多すぎる。 

 ・適正運営協力員の立場や役割がはっきりしない。 

 ・優良企業認定事業は労働条件の改善にはさほど寄与しない。 

 ・改善の余地はあるように思えるが、労働保険を負担する使用者側の意見も聞くべき。 

 ・相談員の人件費 331,729 千円を削減。 

 ・本来業務で行うべきことを委託すべきではない。１年目の調査の成果は活用し２年

目は不要。 

 ・この予算を現場改善に役立てるべき。 

 ・協力員に委嘱されている人は、委嘱されなくても既に相談を受け解決する地位にあ

る。ムダな庁費が支出されている。相談員の業務量を把握していない。 

 

ＷＧの評価結果 

労働者派遣事業雇用管理改善等推進事業費 

予算要求の縮減（半額） 

（※ただし、期限を付して抜本的見直し） 

（廃止 ４名、自治体/民間 １名、予算計上見送り ０名、 

予算要求縮減 ４名（うち、半額２名、その他２名）） 

 

とりまとめコメント 

   予算の縮減半額をワーキンググループの結論とする。ただし、期間を限定し 22

年度に廃止に向けて労使の意見を聞きながら改めて議論をしていくこと。本来業務

である仕事を極力労働局に移管すること。 



公布日 ６か月後 １年後 2年後 ３年後 ４年後 ５年後

第１次施行（日雇派遣の原則禁止、グループ企業派遣規制、労働契約申込みみなし制度など）

第２次施行（登録型派遣（暫定措置部分を除く）、製造業務派遣の原則禁止）

改正労働者派遣法が成立した場合、公布から施行まで

改正法全般における周知啓発

改正法の1次施行分の周知啓発

改正法の２次施行分の周知啓発

暫定措置分（登録型派遣の一部）の施行

改正労働者派遣法が成立した場合、公布から施行まで

公布日以降３年までの間に、規制の対象となる（登録型派遣、製造業務派遣）労働者を

直接雇用へ移行→派遣労働者雇用安定化特別奨励金の活用促進など

違法事案に対する指導監督のより一層の強化

短期の派遣事業については、事業規制がかかることから、短期の職業紹介事業へ転換

させる必要があるため、そのための支援を行う。

・ 無許可・無届派遣については、みなし制度の適用となる。→許可・届出事業所一覧が閲覧できる人材サービス総合サイトの利用を促進

・ 労働契約申込みみなし制度が施行される前後に、前提となる「派遣先の違法性の有無」について、労働局へ相談が殺到する見込み→相談体制支援の整備

改正法全般における周知啓発

改正法の1次施行分の周知啓発

改正法の２次施行分の周知啓発

改正法の暫定措置分の周知啓発
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